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１３．個人情報に関する事項の公表等（ガイドライン第１６条） 

[ガイドライン] 

第１６条 電気通信事業者は、個人情報に関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態

（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置くものとする。 

一 当該電気通信事業者の氏名又は名称  

二 すべての個人情報の利用目的（第８条第４項第１号から第３号までに該当する場合を除

く。）  

三 次項又は次条第１項若しくは第３項の規定による求めに応じる手続（第２０条第２項の規定

により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。）  

四 当該電気通信事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出先  

五 当該電気通信事業者が認定個人情報保護団体（個人情報の保護に関する法律第３７条第

１項の認定を受けた者をいう。以下同じ。）の対象事業者である場合にあっては、当該認定個

人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 

 

（第１６条第１項の解説） 

(1) 第１項各号に掲げる事項は、開示等の求めを本人が行う上での実効性を確保し、また、電気

通信事業者による個人情報の取扱いを公平性の確保を図ろうとする観点から必要不可欠な事

項を掲げているものである。 

(2) 「本人の知り得る状態」とは、本人が知ろうとすれば知ることができる状態をいい、ホームペー

ジへの掲載、パンフレットの配布、書面の掲示・備付け等の措置をとっていることをいい、本人

の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。 

なお、「本人の知り得る状態」とは、第８条等の規定における「公表」の概念とは一部、異なり、

その時点で本人が知ろうと思えば知り得ることを指す。したがって、数年前に官報や新聞に一

度掲載されたということは、「公表」とは言えるが、「本人の知り得る状態」とは必ずしも言えな

い。 

また、「本人の知り得る状態に置くものとする」とは、その時点において正確な情報を正確な

状態で本人の知り得る状態に置くことをいうものであり、内容に変更があった場合には、必ずそ

の内容を変更し、常にその時点での正確な内容を「本人の知り得る状態」におくことが要請され

る。 

本条において、「本人の知り得る状態」に「本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む」

こととしているのは、電気通信事業者の規模や個人情報の取扱いの態様等からみて、一律に

本人の知り得る状態に置くこととすることは、負担が過重となる場合があることを考慮したもの

である。 

ただし、非常に問い合わせが多いことが予想される電気通信事業者においては、ホームペー

ジへの掲載、パンフレットの配布、書面の掲示・備付け等の措置の方が、個別の求めへの回答

より負担が軽い場合もある。また、当該電気通信事業者が電子商取引を行っているかどうかと
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いった事業形態によっても、措置の形態の妥当性（ホームページへの掲載、パンフレットの配

布、書面の掲示・備付け等の措置のうちいずれの措置が妥当か等）が変わってくることが考えら

れる。したがって、本条については、「本人の知り得る状態に置かなければならない」方法を限

定するものではないが、当該電気通信事業者が、その事業形態や個人情報の取扱いの態様

等を踏まえ、できるだけ本人が容易に知り得るような状態としていくことが望ましいと考えられ

る。 

(3) 第１項第２号については、個人情報に関し、その取扱いについて、利用目的による制限を実

効あらしめるようにするために、括弧書きの場合を除き、すべての個人情報の利用目的を明ら

かにすることを求めているものである。利用目的に第三者提供が含まれる場合には、その旨も

明らかにする必要がある。 

(4) 第１項第３号については、開示等の求めに応じる手続は、第１９条の規定等に基づき電気通

信事業者が個別に定めることとなるが、求めを受け付ける場所、方法、本人確認の方法等の手

続について定めた場合には、本条の規定により本人の知り得る状態に置く必要がある。 

また、本人の求めに応じる際に第２０条の規定に基づき手数料を徴収する場合、手数料の額

が事前に明らかにされていることが本人の求めの実効性を確保する上で必要であり、括弧書き

の規定はその旨を確認的に規定したものである。 

 

対象事業者は認定個人情報保護団体として、電気通信個人情報保護推進センタ

ーを苦情の申出先として公表等する必要がある。 

 

＜記載例＞ 

認定個人情報保護団体の名称 

   「（財）日本データ通信協会」 

申出先の名称等(注） 

   「電気通信個人情報保護推進センター」 

   電話：０３－５９０７－３８０３ 

   Ｅ－ｍａｉｌ： privacy@dekyo.or.jp 

  

（注）申出先の名称等は次のようにリンクを張ることにより簡略化することも可能である。 

 「電気通信個人情報保護推進センター（URL:http://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/)」 
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[ガイドライン第１６条] 

第２項 電気通信事業者は、本人から、当該本人が識別される個人情報の利用目的の通知を求

められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 

一 前項の規定により当該本人が識別される個人情報の利用目的が明らかな場合  

二 第８条第４項第１号から第３号までに該当する場合 

 

（第１６条第２項の解説） 

(5) 第２項は、電気通信事業者が、本人から、当該本人が識別される個人情報の利用目的の通

知を求められたときは、本人に対し、その利用目的を通知するものとすることを規定するもので

ある。 

 

[ガイドライン第１６条] 

第３項 電気通信事業者は、前項の規定に基づき求められた個人情報の利用目的を通知しない

旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 


